
所長による文書指導

※上記指導手順は標準的なものであり、緊急を要するものなど、
これによらない場合もある。

行政処分の実施・公表
（改善命令）

不適正事案等の確認
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指導による改善
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NO
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Ⅱ 重点指導段階
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行政指導は解決まで継続
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担当者による指導票での指導
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命令前置の勧告

行政処分の検討

Ⅲ 行政処分段階

勧告による改善 YES 解決

NO

生活環境保全上の支障

行政処分の実施・公表
（措置命令）

有りorおそれ有りなしor明確な判断不可

命令履行 YES

NO

解決

告発

県マニュアルの改善 別添２

主に現場責任者に対する担
当レベルの指導により改善
を図る。

代表者に対する所長名による文書
指導を実施し、指導のレベルが上
がったこと及び行政処分の前段階
にあることを認知させる。

重点指導段階への切り替え判断基準

①又は②のいずれかに該当

① 指導票による指導を２回連続不履行

② 指導票による指導不履行に加え、次のいずれかに該当
・違反状態が悪化
・周辺の自治会や個人などから苦情が発生
・重点指導対象履歴のある行為者
・別事案で指導対象となっている行為者

行政処分段階への切り替え判断基準

①又は②のいずれかに該当

① 計画の履行状況について、次のいずれかに該当
・着手予定から１ヶ月を超えて未着手
・計画期間の１／２時点における撤去量が全体計画量

の２５％未満
・計画期間中、１ヶ月間進捗がない

② 行為者に指導事項履行の意思がない
（例） 連絡がつかない

約束を反故にする
改善に必要な重機等を引き上げる

命令発出の判断基準

・勧告で指導した内容の遅延や不履行
（例） 作業のペースが下回る

期限までに未着手、未完了


